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                2008 年 1 月 27 日 

「風力発電設備支持物構造設計指針・同解説」に対する質問への回答 
 

種類  質問 回答 

荷重

関係 

風荷重 １． 山岳地に建設するケースでは局所地形

による風の増幅効果を求めるには数値

解析でしか求められないと理解してよろ

しいでしょうか？ほかに方法は無いので

しょうか？ 

２． 共振時の風荷重については、同指針で

は触れていませんが計算上不必要なの

でしょうか？ 

１． 局所地形による風の増幅効果を求める簡易式

（例えば、日本建築学会・荷重指針）が提案され

ていますが、実際の地形に対して適用できるケ

ースが少なく、本指針では数値解析で求めるこ

ととしました。 

２． 風車タワーの共振風速は発電時の風速範囲に

入っているものの，ブレードの存在によりタワー

から発生する渦が乱されることを考慮し，本指針

では，発電時および暴風時には風車タワーの渦

励振の影響は小さいものとし，準定常理論により

風力発電設備に作用する風および風直交方向

の風荷重を求めました。つまり、風車の場合には

ナセルを取り付けた後に渦励振が発生しないた

め、共振風速時の風荷重の評価が不必要で

す。 

タワー １． タワーを含めて海外製品を採用するこ

とがある。土木学会の本指針と同等と

判断できる海外規格指針は何がありま

すか？ 

 

 

 

２． タワーとナセル接合部の照査で特に注

意する点がありましたらご教示ください。

 

 

 

 

３． p157、7.3.3 継手部の構造形式 式

（7.17）について 風力発電機の高力ボ

ルト接合部はボルト強度の 75％くらい

で締結されると思われますが、その場

合ボルト軸力は図のようになると考えま

すが、（7.17）式だとフランジの変形前か

らボルト軸力が大きく計算されることに

なると思いますが、境界条件などは無

いのでしょうか？また FEM 解析の結果

と式（7.17）の結果は同じなのでしょう

か？ 

１． 代表的な国際基準としては①IEC61400-1、②

GL Wind Guideline、③DNV/Riso があげられま

す。これらの国際基準は、本指針とは位置づけ

が異なり、具体的な算定式が提供されていない

ケースが多い。また地震荷重評価に関してはこ

れらの基準に提示されておらず、日本の基準を

用いる必要があります。 

２． タワーとナセル接合部は、本指針に示されてい

るジョイント部の形状と異なり、境界条件も合致し

ませんので、指針の式を使用できません。別途

FEM 等により確認し、本指針に示している風荷

重、地震荷重などに対して応力照査が必要で

す。 

３． 式（7.17）式は指針にも記載されているように、

FEM の解析結果を統計処理して算出したもので

す。以下の境界条件が設定されておりますので

参考ください。原則としてこの範囲外のものであ

る場合は、別途 FEM 解析を行って確認する必

要があります。ボルト間隔変数 2.0～3.0、ボルト

径変数 M24～M48、シェルの半径範囲 750～

2250(mm)、フランジの板厚 50～200（mm)、設定

鋼管板厚に対する試算範囲係数 0.0～1.0、設

定 Ld 寸法に対する試算範囲係数 0.1～1.0(ワッ

シャーとＲ部間の隙間)、設定フランジ寸法に対

する試算範囲係数 0.1～1.0、設定シェル作用力

に対する試算範囲係数 0.5～1.0 

構造

設計

関係 

ペ デ ス

タル 

１． ペデスタルの形状について：コーン破

壊による倒壊事故等を考えると、ペデス

タル幅（径）はコンクリートのせん断が最

大限発揮されるような形状を標準とす

べきではないかと思う（合理的な設計を

行うべき部材ではないと思っている）。

望ましい構造形式についての記述があ

ってもよいのでは？ 

１． 本指針は，標準とすべき形状を定めたものでは

ありません。ペデスタルの耐力を評価出来るよう

にしたものであり，最低限に満たさなければなら

ないものです。より裕度のある設計をするかどう

かは設計者の判断に委ねています。望ましい形

式については，8.3.6 の解説や 11.4.7 などにお

いて記載しております。 
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２． 設計例（p281、図 10.9）のペデスタル構

造が h=1400mm としていますが、過去の

事故例で、ペデスタル内にアンカープ

レートを付していますとアンカープレー

トはペデスタルごと引き抜かれているよ

うに思えます。ペデスタル高さを例えば

h=400mm くらいにして、アンカープレー

トをフーチングの中に付す（p176、図

8.1）ほうが、安全に思えます。ペデスタ

ルおよび基礎形状についてもう一歩進

んだ設定を期待します。 

３． 設計例のように、配筋パターンが標準

なのでしょうか。 

４． ペデスタルに作用する初期軸力とはど

のようなものか。 

 

 

 

５． p188（8.13）式は、既存の風力基礎の

耐力照査にもそのまま用いてよいので

しょうか（例えば、せん断補強筋が極端

に少なかったり入っていなかったりする

場合に、式内のパラメータを変えたりす

るようなことはないのでしょうか）。 

６． p190 図 8.8、接合鉄筋のうちアンカーリ

ング方式の場合のベースプレートと鉄

筋の接合の具体的方法について例示

願う。 

 

 

 

 

７． p334 図 10.35 に、接合鉄筋が示されて

いない？ 

 

８． BPL アンカーによる曲げはダブルアン

カーの時、内外の曲げがバランスします

が、継手部、外側ボルトによる曲げによ

り、塔身に局部曲げが生ずるのでその

検討が必要では？ 

２． ご指摘の通りです。アンカープレートをフーチン

グまで入れるのは，有効投影面積が大きくなり有

効だと考えられます。本指針は，標準とすべき形

状を定めたものではありませんので，望ましい形

式については，8.3.6 の解説や 11.4.7 などにお

いて記載するに留めました。 

 

 

 

 

 

３． 既存の基礎を参考に、例題として設定したもの

であり，標準配筋ではありません。 

４． アンカーボルト方式のペデスタルでは，アンカー

ボルトにプレスレスを作用させてタワーを基礎の

ペデスタル部に定着するのが一般的です。初期

軸力はアンカーボルトにプレスレスを作用させる

ことにより発生します。 

５． p188（8.13）式は，各種ペデスタルの耐力照査に

適用することを念頭において作成したものです。

せん断補強筋がない場合も適用されます。 

 

 

 

６． 接合の方法に関しては，各種の方法があります

ので，具体的な方法は，本指針では規定してい

ません。“接合筋については，アンカー部と確実

に接合されていなければならない”と記述してい

ます。接合筋がコンクリートを解さずにベースプ

レートと接触していることおよび，接合筋もフーチ

ング部で確実に定着し，抜けの無いようにするこ

とが必要です。 

７． 本指針では，接合筋を入れることを必須とはして

いません。ご指摘の評価例では，接合筋を用い

ない場合の例を示しています。 

８． 本指針は，ペデスタルの耐力を評価出来るよう

にしたものであり，最低限に満たさなければなら

ない基準です。追加検討が必要と思われる場合

には、設計者の判断で行えばよいです。 

基礎 １． 基礎形状について：長期荷重時に抗体

に引張力が生じる基礎形状は望ましく

ないと考え、フーチング幅・高さを決め

ている。荷重方向が交番する構造物で

あるので、疲労の考え方を盛り込む方

針はあるのでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 杭基礎について：タワー下部（基礎上

１． 建築基礎構造設計指針 2001 によれば、既往試

験結果から、杭の長期的な引抜き荷重や繰返し

荷重に対して、降伏引抜き抵抗力以下であれば

荷重～変位関係は弾性挙動であり、引抜き量の

増加もわずかであるとしています。また交番載荷

試験では押込み時と引抜き時の荷重～変位曲

線の勾配が、降伏荷重程度までほぼ等しいとの

例もあるとされており、交番荷重においても降伏

支持力程度以下におさえておけば、支持力、変

位量について問題ないと考えられます。長期荷

重時の許容支持力は降伏時の約 1/2 程度であ

ることを考慮すると、実務的には疲労設計の必

要性は低いと考えます。疲労に関する詳細な検

討については次期小委員会で行う予定です。 

２． 計算にあたっては、適切なモデル化を前提とし
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面）に大きな曲げが作用する構造であ

り、杭 頭 モ ーメントの 算 出 に 慣 用 法

（chang 式）を適用する必要性を感じま

せん。杭反力の計算も含め、変位法の

みの検討で十分ではないでしょうか？ 

 

 

 

 

３． 222 頁：フーチングの曲げモーメントの

分布は、タワーの圧縮力を伝えるアンカ

ープレートｏｒペデスタルの寸法にもより

ますが、一様でないのが一般的と考え

ます。全幅有効を主とした理由をお願

いします。判別式等、目安があれば教

えてください。 

４． 場所打ち杭の許容支持力算定式は、

建築基準法の国示式を用いなくてよろ

しいのでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５． レベル 2 地震で杭頭の損傷を考慮して

も構わないか（杭式で）。 

 

 

６． 基礎に作用する加速度は 200gal 相当

を考える必要が無いのは何故ですか。 

 

 

７． 杭の設計例では、変位法で計算されて

いますが、やはり変位法をやらなけれ

ば駄目ですか。その場合、杭の支持力

を求める計算やフーチングの計算で単

純梁（杭とフーチングの結合が剛では

ない）事と矛盾しているように思うのです

が。 

 

８． p214 転倒、照査には長期荷重による

検討が必要と思われるが、長期最大荷

重の算出基準をご教示願いたい。 

９． フーチングのせん断照査法について、

RC 規準の許容値ｆｓには、せん断補強

比 0.2%を構造細目として準拠されてい

るものとして、与えられた値と考えられま

すが、フーチング内のせん断補強は

ており、その考え方は１通りではないと考えられ

ます。タワーからの転倒モーメントはフーチング

で分担し、水平力に対しては杭で分担するという

モデルも適切と考えられます。Chang 式では水

平力を杭で分担する場合の考え方になります。

幾ケースか試算しましたが、杭配置（本数、間

隔）により杭の曲げモーメントの傾向が異なった

ため両式を併記し、設計用モーメントを求めるこ

とが望ましいとしました。 

３． 本指針では、全幅有効と考え、これを基本としま

した。今後風車の大型化を考え、次期小委員会

では、フーチングの寸法や曲げモーメント分布

等を考慮して適切に有効幅を設定する必要性

があるかどうかを検討していきたい。 

 

 

４． 本指針に示す支持力算定式は、建築基礎構造

設計指針 2001 に準拠しています。極限支持力

度及び極限周面摩擦力度算定式が杭種別、地

盤種別ごとに設定されているのでこれを基本とし

ました。 H13 年 7 月 2 日国土交通省告示第

1113 号に示す、許容引抜き力の算定法の考え

方は、短期が極限支持力の 8/15 となっており、

この部分のみ指針の安全率と異なります。砂質

土については、押込み時の 2/3 として考えると、

短期は極限支持力の 4/9 でやや安全側となりま

すが、粘性土では告示のほうが安全側となりま

す。本指針による値はほとんどの場合に告示式

の値を上回りますが、下回った場合には、告示

式を用いるか、使用しない場合には実験や解析

によりその妥当性を示す必要があります。 

５． 本指針の地震荷重は再現期間を 50 年とし、レ

ベル１地震動に対応しています。レベル 2 地震

については次期小委員会で検討する予定で

す。 

６． ペデスタルと基礎に作用する地震力は，建築基

準法施行令第 88 条に基づき求めることとし、地

下部分については施行令第 88 条に示す式を適

用しました。 

７． 本指針本文や例題では変位法による杭の曲げ

モーメント算定法を例示しています。適切なモデ

ル化により計算がなされればよいと思います。単

純梁によるモーメントはフーチングの断面力を簡

便的に求めるモデルと考えました。杭頭剛結条

件の杭頭モーメントは、Chang 式、変位法の両

式で算定し、安全側となるモーメントを採用して

います。 

８． 本指針は主に暴風時など短期荷重に対する指

針としています。長期最大荷重の算出基準につ

いては次期小委員会で整理し、示す予定です。

９． 次期小委員会でその必要性について検討した

が、現状では設計者の判断により基礎設計や構

造細目に反映していただきたい。 
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pw=0.2％以上を確保すべきでしょうか。

１０． フーチングのコンクリート許容せん断力

だけで、安全性を確保できず、せん断

補強筋が必要となる場合は建築学会

RC 規準に準拠すればよいでしょうか。 

 

１１． p213 式（9.10）、砂質地盤の時、寸法効

果による低減が考慮されていないの

で、風車の基礎のように寸法の大きい

基礎の地耐力が大きくなるのでは？ 

１２． 現場打ち杭（構造細目）帯筋 0.2％以

上は、大口径の場合厳しい値ではない

か？ 

 

１０． 本指針では斜め引張鉄筋の効果を考慮しない

安全側の設計を基本としました。設計者の判断

により必要に応じて検討すればよいと考えていま

す。本指針も建築学会ＲＣ規準に準拠していま

す。 

１１． 本指針では建築基準法に示す算定式を基本と

考えました。今後、風車基礎のような独立フーチ

ング基礎についても寸法効果について考慮する

かどうか検討する必要があると思われます。 

１２． 側断面積とは杭の単位長さに杭直径を乗じた

面積をさし、１本の帯鉄筋について２倍の断面積

が有効となります。杭径 1m の場合、D13 で

120mm ピッチ、D16 で 150mm ピッチで確保でき

ると思われます。 

 


